
安 全 重 点 施 策（平成２２年度） 
 

 
１ 輸送施設の点検整備を適正に実施し、機関等のトラブルをゼロにする。 
 
・ 船舶職員は、輸送施設点検整備表に基づき、船体、機関、諸設備及び諸装置等につい 
て、毎日１回以上点検を実施すること。 
  但し、始発前の発航前点検は必ず実施すること。 
・ 船舶職員は、陸上施設について輸送施設点検整備表に基づき、毎日２回以上点検し、 
異常のある場所を発見したときは、直ちに運航管理者に報告するとともに、修復整備 
 の措置を講じること。 
・ 運航管理者は、船舶が法令に定める船舶検査を受検したときは、その検査結果を確認

すること。 
 
２ 安全に関する教育、訓練を確実に実施し、輸送の安全を確保する。 
 
・ 安全統括管理者及び運航管理者は、船舶職員、内部監査を担当する者に対し、安全管 
理規程及び大阪市建設局渡船事務所運送約款等の関係法令、その他輸送の安全を確保

するために必要と認められる事項について、安全教育を実施し、その周知徹底を図り、

安全意識の向上に努めること。 
・ 運航管理者は、海難その他の事故例について情報収集をし、随時又は安全教育に併せ 
て船舶職員に周知徹底を図ること。 
・ 安全統括管理者及び運航管理者は、経営トップの支援を得て、春季及び秋季船舶総合

訓練の際に事故処理に関する訓練を実施すること。 
・ 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程（運航基準、作業基準、事故処理基

準及び防災対策を含む）及び運航基準図を渡船事務所、船舶並びに各渡船場等、必要

と認められる場所に容易に閲覧できるよう備え付けること。船舶職員はそれらを閲覧

し、自己の安全意識向上に努めること。 
 

３ 安全重点施策を適正かつ確実に実施するため、責任者を置く事とする。 
 
・ 渡船運航業務を統括し、渡船の安全運航及び安全衛生管理を掌握する技能統括主任を 
安全重点施策実行責任者とする。 
・ 民間事業者が行う落合上渡船場の渡船運航業務については、輸送の安全を確保し、 
 業務を適性かつ円滑に遂行するため、民間事業者において業務責任者を置く。 


